
 

二 

都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
級
建
築
士

 
 
 

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱 

第
一 
建
築
設
備
士
の
定
義 

 
 

「
建
築
設
備
士
」
と
は
、
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
を
い

う
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
条
第
五
項
関
係
） 

第
二 

書
換
え
交
付
の
申
請 

 
 

建
築
士
は
、
建
築
士
免
許
証
等
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
五
条
第
三
項
及
び
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
関
係
） 

 

一 

国
土
交
通
大
臣
は
、
建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
級
建
築
士

に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所
そ
の
他
業
務
に
関
係
の
あ
る
場
所

に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

第
三 

報
告
、
検
査
等 

1 

 

（
第
十
条
の
二
第
一
項
関
係
） 



若
し
く
は
木
造
建
築
士
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所
そ
の
他
業

務
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
十
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

第
四 

建
築
設
備
士
の
意
見
の
聴
取 

 
 

建
築
士
は
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
建
築
設
備
に
係
る
設
計
又
は
工
事
監
理
を
行
う
場
合

に
お
い
て
は
、
建
築
設
備
士
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士
が
設

計
を
行
う
場
合
に
は
、
設
計
に
関
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 

（
第
十
八
条
第
四
項
関
係
） 

 
 

設
計
又
は
工
事
監
理
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
設
計
受
託
契
約
」
又
は
「
工
事
監

理
受
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の
当
事
者
は
、
各
々
の
対
等
な
立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ
い
て
公
正
な
契
約
を
締
結
し
、
信

第
五 

建
築
士
免
許
証
等
の
提
示 

 
 

建
築
士
は
、
設
計
等
の
委
託
者
（
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
建
築
士
免
許
証
等

を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
十
九
条
の
二
関
係
） 

第
六 

設
計
受
託
契
約
等
の
原
則 

2 

 



 
 

⑤ 

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項 

 
 

 
 

② 

工
事
監
理
受
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
工
事
と
設
計
図
書
と
の
照
合
の
方
法
及
び
工
事
監
理
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る

報
告
の
方
法 

 

 
 

④ 

報
酬
の
額
及
び
支
払
の
時
期 

 
 

義
に
従
っ
て
誠
実
に
こ
れ
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
二
十
二
条
の
三
の
二
関
係
） 

第
七 
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
の
内
容 

 

一 

延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事

者
は
、
第
六
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
契
約
の
締
結
に
際
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
記
載
し
、
署
名
又
は
記
名
押
印
を

し
て
相
互
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
関
係
） 

 
 

① 

設
計
受
託
契
約
に
あ
っ
て
は
、
作
成
す
る
設
計
図
書
の
種
類 

 

3 

 

 
 

③ 

当
該
設
計
又
は
工
事
監
理
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
建
築
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又

は
木
造
建
築
士
の
別
並
び
に
そ
の
者
が
構
造
設
計
一
級
建
築
士
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
旨 



 

三 

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
、
一
に
よ
り
書
面
を
相
互
に
交
付
し
た
場
合
に
は
、
契
約
締
結

後
の
書
面
の
交
付
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

（
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
五
項
関
係
） 

 
 

⑥ 

①
か
ら
⑤
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

 

二 
建
築
物
を
増
築
し
、
改
築
し
、
又
は
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
に
係
る
部
分
の
新
築
と
み
な
し
て
一
を
適
用
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
三
項
関
係
） 

第
八 

適
正
な
委
託
代
金 

 
 

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
中
央
建
築
士
審
査
会
の
同
意

を
得
て
定
め
る
報
酬
の
基
準
に
準
拠
し
た
委
託
代
金
で
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
第
二
十
二
条
の
三
の
四
関
係
） 

第
九 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
の
申
請 

4 

 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
事
項
に
、
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士

又
は
木
造
建
築
士
の
別
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
） 



第
十 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
の
拒
否 

 
 

都
道
府
県
知
事
が
建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
由
と
し
て
、
登
録
申
請
者
が
暴
力
団
員
等
又

は
暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
に
該
当
す
る
場
合
を
追
加
す
る
こ
と
。（
第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
関
係
） 

第
十
一 

建
築
士
事
務
所
の
登
録
の
変
更
の
届
出 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又

は
木
造
建
築
士
の
別
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
三
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項
関
係
） 

 
 

① 

受
託
可
能
な
業
務
の
量
及
び
難
易
並
び
に
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
期
間
の
設
定 

 

一 

管
理
建
築
士
は
、
そ
の
建
築
士
事
務
所
の
業
務
に
係
る
次
に
掲
げ
る
技
術
的
事
項
を
総
括
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

受
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
建
築
士
そ
の
他
の
技
術
者
の
選
定
及
び
配
置 

 
 

③ 

他
の
建
築
士
事
務
所
と
の
提
携
及
び
提
携
先
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
の
案
の
作
成 

第
十
二 

建
築
士
事
務
所
の
管
理 

5 

 

（
第
二
十
四
条
第
三
項
関
係
） 



 
 

④ 

建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
そ
の
他
の
技
術
者
の
監
督
及
び
そ
の
業
務
遂
行
の
適
正
の
確
保 

 

二 
管
理
建
築
士
は
、
そ
の
者
と
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
と
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
に

対
し
、
一
の
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
技
術
的
事
項
に
関
し
、
そ
の
建
築
士
事
務
所
の
業
務
が
円
滑
か
つ
適
切
に
行
わ
れ

る
よ
う
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

（
第
二
十
四
条
第
四
項
関
係
） 

 

三 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
二
に
よ
る
管
理
建
築
士
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
二
十
四
条
第
五
項
関
係
） 

第
十
三 

再
委
託
の
制
限 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
委
託
者
の
許
諾
を
得
た
場
合
に
お
い
て
も
、
委
託
を
受
け
た
設
計
又
は
工
事
監
理
（
い
ず

れ
も
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
新
築
工
事
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
業
務
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一

括
し
て
他
の
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
に
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 

（
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
関
係
） 

第
十
四 

保
険
契
約
の
締
結
等 

6 

 

 
 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
設
計
等
の
業
務
に
関
し
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
担
保
す
る
た
め

の
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 

（
第
二
十
四
条
の
九
関
係
） 



7 

 

第
十
五 

そ
の
他 

 

一 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
、
建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
の
氏
名
及
び

そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別
を
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


